
2024年度豊岡市医療的ケア・重症心身障害対応型施設整備事業費補助金 公募要領 

 

項目 内容 

対象施設 

医療的ケア児者・重症心身障害児者（以下「医療的ケア児等」という。）

等を受け入れる次に掲げる障害福祉施設の整備に要する経費の一部を補

助します。 

⑴ 医療的ケア児等の日中を支援する施設 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第１項に規定す 

る児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する施設または障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号）第５条第１項に規定する生活介護を提供する施設もしくは

その両方を提供する施設（原則、各施設の利用定員が20人以上のもの） 

⑵ 医療的ケア児等の夜間を支援する施設 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第５条第１項に規定する短期入所または共同生活

援助を提供する施設もしくはその両方を提供する施設（原則、各施設

の利用定員が５人以上のもの） 

対象経費 

対象経費は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に規定す

る工事請負費（工事請負費と同等と認められる委託費、分担金等）、工事

事務費（工事の施工のために必要な旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷

製本費、設計監督料等をいい、工事請負費の2.6％に相当する額を限度額

とする。）、解体撤去工事費及び仮設施設 整備工事費とします。 

補助率および 

補助金額 

予算の範囲内で次に掲げる区分に応じて補助します。 

⑴ 医療的ケア児等の日中を支援する施設 

施設整備にかかる対象経費から国県補助金等を控除した額の 

１／２以内（1,000円未満切捨て）。ただし100,000,000円を上限 

⑵ 医療的ケア児等の夜間を支援する施設 

  施設整備にかかる対象経費から国県補助金等を控除した額の 

１／２以内（1,000円未満切捨て）。ただし100,000,000円を上限 

対象者 市内で障害福祉施設を経営する法人 

提出書類 

⑴ 補助金等交付申請書 

⑵ 医療的ケア・重症心身障害対応型施設整備計画書 

⑶ 収支計画書 

⑷ 市税を滞納していない証明願（証明書） 

⑸ 誓約書 

⑹ 決算書 直近２期分（貸借対照表・資金収支計算書） 

⑺ 見積書、設計書 

⑻ 配置図、平面図、立面図、整備面積のわかる資料 

⑼ 工程表 

⑽ その他参考となる資料（取得土地や建設予定地の現況写真、土地・ 

建物の登記簿謄本、寄付の確約書等） 

審査 審査会（書類審査等）を開催し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

公募期間 2024年４月26日（金）から６月24日（月）まで 

交付決定日 2024年７月上旬（予定） 

事業期間 

交付決定日から2025年３月31日（月）まで 

※事業期間内に事業の完了が難しい場合は、2026年３月31日（火）まで

延長することができますので、申請前に相談してください。 

実績報告の期限  2025年３月31日（月）まで 



実績報告に添付する

書類 

補助対象経費の請求書、領収書、納品書、振込伝票、事業実施前後の写

真、その他市長が必要と認める資料 

補助事業内容の変更 

事業内容・経費に関する変更が生じる場合は、事前に承認申請の手続き

をしてください。市の承認なく変更した場合には、補助事業が無効にな

る場合があります。 

補助事業の公表 
市ホームページおよび豊岡市の刊行物において、採択者名、事業名お

よび交付決定額を公表する場合があります。 

その他 

⑴ 交付決定日より前に着手した工事等は、補助対象外とします。 

  ただし、国県補助金の交付決定を受けている場合を除きます。 

⑵ この補助事業により整備した建物等は、市長の承認を受けずに、補 

助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けまたは担保に提供 

することはできません。 

 


